
収集に係る分別の区分

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

飲料用紙パック

段ボール

飲料用紙パック、段ボール
以外の紙製容器包装

ペットボトル

ペットボトル、白色トレイ
以外のプラスチック製容器
包装

分別収集をする容器包装廃棄物の種類

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの
（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く）

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であって
飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの

主としてガラス製の容器

缶・びん

主として段ボール製の容器

主としてアルミ製の容器

主としてスチール製の容器


